
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

朝霞市からのお知らせ 

 平成 24 年 4 月から、福祉課に申請することで、市内に住所を有するひとり暮らしの方で身体

障害者手帳１・２級を所持している方について無料で「緊急通報システム」が利用できるように

なりました。 

 日中独居となる方も利用することができますので利用したい場合は福祉課までご相談くださ

い。（利用するにあたってご自宅の状況やご本人様の状態を確認させていただく必要があります。） 

【お問合せ】朝霞市福祉課障害福祉係 TEL：048(463)1598 FAX：048(463)1025 

【緊急通報システムとは？】家庭内での急病、事故その他の理由により緊急に援助を必要とする場合にお

いて、携帯型のボタンを押すことで埼玉県南西部消防本部に速やかに連絡を取ることができる仕組みです。 

「緊急通報システム」の提供について 

聴覚障害者に話の内容をその場で文字にして伝える筆

記通訳のことです。 「話すスピード」は「書く（入力）

スピード」より数倍も速くて全部は文字化できないため、

話の内容を要約して筆記するので『要約筆記』といいま

す。話を正確に聞き取り、要点をつかんで、短い文にま

とめてすばやく書いて伝えるのが「要約筆記」なのです。 

【日 時】平成 24 年８月 29 日（水）～平成 25 年３月 27 日（水） 
午前 10 時～正午（全 26 回、他に修了試験と閉講式を行う） 

【会 場】朝霞市総合福祉センター（はあとぴあ） 
【対象者】朝霞市在住（全日程参加可能な方） 
【定 員】15 名（最低開講人数：６人） 
【受講料】テキスト代 
【お申込】電話・FAX（申込多数の場合は抽せん） 
     7 月 17 日（火）～31 日（火） 

FAX  048(486)2473 TEL048(486)2485 



 
 

発 行  朝霞市社会福祉協議会（手話通訳者等派遣事務所） 

住 所  朝霞市浜崎 51 番地の１ 朝霞市総合福祉センター内 

F A X  048(486)2473 TEL048(486)2485 

U R L  http://www.asaka-shakyo.or.jp/ 

（情報を随時更新しています。ぜひご覧ください） 

案内図 

ワンポイント手話！ 

広報紙『社協あさか』

にて毎号４単語ずつ掲

載中です。 

掲載する単語を随時

募集しています。お気

軽に下記までご連絡く
ださい。 

登録手話通訳者を募集しています 詳しくは派遣事務所までお問い合わせください。 

社協会員募集中！ 
 事業等への直接の参加
は難しくても、会員になる
ことで、地域福祉を支える
力になります。 
 

手話通訳派遣実績 ３月～５月（件） 

 

【会費】 
一般会員：年額 500 円以上 
賛助会員：年額 1,000 円以上 
特別会員：年額 5,000 円以上 

埼玉聴覚障害者情報センターからのお知らせ 

 埼玉聴覚障害者情報センターでは、聴覚障害者を対象に災害情報発信を行っています。災害情報だけでな

く、いろいろな地域情報までお知らせします。パソコンでも携帯電話でもかまいません。あなたの「E メー

ルアドレス」や「FAX 番号」を登録するだけで情報が受信できます。 

【登録申請方法】 

１．情報センターのホームページから「災害ネットワーク申請書」を 

ダウンロードし、印刷してください。 

  （「災害ネットワーク申請書」をダウンロードできない方は、 

派遣事務所でもお渡しできます） 

２．申請書に記入してください。 

３．FAX で情報センターまで送ってください。 

【お問合せ・お申込み】埼玉聴覚障害者情報センター TEL：048(814)3351 FAX：048(814)3352 

災害ネットワークのご案内 

 派遣事務所からのお知らせ 

書籍『ろう者・中途失聴者・難聴者が裁判員になったら』 

DVD『聴覚障害者のための裁判員制度』 
発行：千葉聴覚障害者センター 

平成２１年からスタートした裁判員制度。 
今年 2 月には前橋地裁で、聴覚障害者の男性が 
初めて裁判員として審理に参加しました。 
決して他人事ではありません。この本は、 
聴覚障害者が裁判員に選出された際の、選任手続きから公判、評議、結審までのプ
ロセスにおける様々な問題点や疑問、配慮すべき事項などを検証し、まとめたもの
です。DVD では、手話とイラストを使って裁判員制度を分かりやすく解説してい
ます。興味のある方は派遣事務所までお問合せください。 

DVD 書籍 


